
熊本市内に所在する飲食店（接待を伴う飲食店含む）みなさんへ

飲 食 店
感 染 対 策

の

限度額 27万円（対象経費の9/10）の補助金活用 が申請可能です

市内でも
クラスター
発生！

こんなことでお困りですか？

 店自体が狭いので、お客様と店員が「密接」になってしまう

 窓のないお店なので、換気対策に限界がある

 更衣室や個室など「密集」する場所の対策がない
飲食店で対策なんて無理だよ…と諦めている

に当てはまるなら
「空気」で対策しましょう “空間除菌”

［熊本市内の飲食店］
✔キャバクラ、スナック
✔居酒屋（個室・団体席）
✔バー、カウンター店舗

ぜんぶ導入実績あります

＝オゾン発生器付空気清浄機で、
さわやかな空間で

店舗の営業継続を可能に！

導入方法は裏面



熊本市から飲食店向け支援制度が発表されています。

飲食店等における感染防止対策支援［令和２年８月１０日現在］
対象店舗
熊本市内に所在する飲食店（接待を伴う飲食店含む）
※飲食店、居酒屋、バー・スナック等（デリバリー・テイクアウト専門店を除く）
支援内容
(1)相談窓口・コールセンターの設置
(2)アドバイザーの派遣
(3)感染防止対策費の支援（業種別ガイドラインをクリア）
(4)感染防止実践店の確認・公表
問い合わせ先：熊本市 経済観光局 産業部 商業金融課
Q:補助金を支援してもらうための条件は？

 業種別ガイドラインを遵守していること

一般社団法人 日本フードサービス協会、一般社団法人 全国生活衛生同業組合中央会
による「外食業の事業継続のためのガイドライン」外食業

社交飲食業
全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会による「社交飲食業における新型コロナウイル
ス感染拡大予防ガイドライン」

バー
一般社団法人 カクテル文化振興会、一般社団法人 日本バーテンダー協会、一般社団
法人 日本ホテルバーメンズ協会による「オーセンティックバーにおける新型コロナウ
イルス感染拡大予防ガイドライン」

Q:どんなものが補助金対象なの？

(1)小規模改修・備品購入費への補助
衛生環境の整備、換気の向上、密集接触の回避
（例：空気清浄機、換気扇、サーキュレーター、アクリルパーテーションの設置等）

(2)換気設備等の改修工事費への補助
密閉空間の換気改善工事
（例：換気能力向上のための設備の新設・改修及びそれらに伴う関連工事費用）

Q:補助率と補助限度額はいくらですか？

補助金額：対象経費の9/10
補助限度額： （１）の場合27万円、（２）の場合135万円
※改修に伴い休業した場合は1日当たり1万円の支給を補助（ただし、補助限度額の範囲内）
※補助金(1)、(2)は併用可【補助限度額162万円】

★テナント店舗だと、設備改修は原状復帰等にも影響するため、備品購入での対策がオススメ

★自店がどのガイドラインに属するか不明な場合は、お問い合わせ下さい

本補助金を活用した感染防止対策を検討したい場合は、下記までお問い合わせく
ださい（相談無料）

お問い合わせ TEL：0964-28-1300
P・Uエンタープライズ株式会社
衛生管理部 まで
住所：熊本市南区城南町隈庄406-5

申請方法については、
熊本市ホームページ

で更新内容を
ご確認下さい

https://air-ozone.com/
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